
広報こしがやお知らせ版　平成28年（2016年）12月号 ２

A…日時・期間　D…会場　G…内容　F…対象・定員　H…参加費・入場料　C…持ち物　E…申込み　B…問合せ 掲載した市役所各課の電話番号は直通番号です

〈日　時〉　１２月１１日㈰
午前９時～午後４時
〈場　所〉　マイナンバープ
ロジェクトチーム（本庁舎
１階）
〈対象者〉　個人番号カード
交付・電子証明書発行通知
書兼照会書が届いた方
〈予約受付〉　マイナンバー
カードの受け取りは事前に
電話予約が必要です。随時
受け付けていますので、電
話で下記へお問い合わせく
ださい
Bマイナンバープロジェク
トチーム☎940－8604

知っておこう 福祉の窓口

　

確
定
申
告
会
場
は
大
変
混
雑
し

ま
す
。
確
定
申
告
を
行
う
方
は
、

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

www.nta.go.jp/

）
の
「
確
定
申

告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
利
用

し
、
自
宅
で
申
告
書
を
作
成
し
て

み
ま
し
ょ
う
。
不
明
な
点
が
あ
る

場
合
や
提
出
書
類
の
確
認
な
ど
、

一
般
的
な
相
談
は
、
越
谷
税
務
署

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

b
越
谷
税
務
署
☎
９
６
５
＝
８
１

１
１
（
自
動
音
声
案
内
）

　

１２
月
定
例
会
が
市
役
所
議
場
で

開
か
れ
て
い
ま
す
。

１２
月
１
日　

開
会

　
　
　

市
長
提
出
議
案
の
説
明

２
日　

議
案
調
査
の
た
め
休
会

３
・
４
日　

休
日
の
た
め
休
会

５
・
６
日　

議
案
調
査
の
た
め
休

　
　
　

会

７
〜
９
日　

市
政
に
対
す
る
一
般

　
　
　

質
問

１０
・
１１
日　

休
日
の
た
め
休
会

１２
日　

市
政
に
対
す
る
一
般
質
問

１３
日　

市
長
提
出
議
案
の
質
疑

１４
〜
１６
日　

各
常
任
委
員
会

１７
・
１８
日　

休
日
の
た
め
休
会

１９
日　

各
常
任
委
員
会

２０
日　

質
疑
・
討
論
・
採
決

　
　
　

閉
会

b
日
程
に
つ
い
て
…
議
会
事
務
局

☎
９
６
３
＝
９
２
６
１
、
議
案
に

つ
い
て
…
法
務
課
☎
９
６
３
＝
９

１
３
０

　

平
成
２８
年
１
月
か
ら
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
お
よ
び
新
た

な
電
子
証
明
書
の
発
行
が
開
始
さ

れ
た
こ
と
に
伴
い
、
住
基
カ
ー
ド

に
格
納
す
る
電
子
証
明
書
の
発
行

は
終
了
し
て
い
ま
す
。
電
子
証
明

書
の
有
効
期
限
が
切
れ
て
い
る
方

は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交

付
申
請
と
電
子
証
明
書
の
発
行
申

請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

申
請
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知

カ
ー
ド
に
添
付
さ
れ
て
い
る
個
人

番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書
兼
電
子

証
明
書
発
行
申
請
書
で
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
を
紛
失

し
た
ま
た
は
申
請
書
の
内
容
に
変

更
が
あ
る
方
は
、
本
人
確
認
書
類

（
顔
写
真
付
き
の
も
の
は
１
点

（
例
…
運
転
免
許
証
、
旅
券
（
パ

ス
ポ
ー
ト
等
）、
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
、
身
体
障
害
者
手
帳
等
）、

顔
写
真
の
な
い
も
の
は
２
点
（
例

…
健
康
保
険
証
、
年
金
手
帳
、
医

療
受
給
者
証
等
か
ら
２
点
））
を

お
持
ち
の
う
え
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
（
本
庁
舎

１
階
）
ま
た
は
北
部
・
南
部
出
張

所
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請

か
ら
受
け
取
り
ま
で
、
１
カ
月
程

度
か
か
り
ま
す
。
申
請
を
検
討
さ

れ
て
い
る
方
は
、
早
め
に
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

b
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

チ
ー
ム
☎
９
４
０
＝
８
６
０
４

12
月
議
会
が

　
　
　
開
か
れ
て
い
ま
す

申告書の作成は便利な

　　　　　　　　  で！
自宅等で作成し
郵送で提出できます

住
基
カ
ー
ド
に
格
納
し
た

ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
等
で
利
用
す
る
電
子
証
明
書
の

　
　
　
　
　

  

有
効
期
限
切
れ
に
ご
注
意
！！

12月11日（日）
要予約

マイナンバー
カード交付の
休日窓口を
開設します

マイナンバー
カード交付の
休日窓口を
開設します

　近年、高齢化の進行などの社会構造の変化により、福祉分野の相談は、
複雑に絡み合い、多種多様なものとなっています。
　市では、さまざまな福祉サービスを提供し、多様化する福祉需要に対応
できるよう相談窓口を開設しています。
　不安や問題に直面したときに困らないように、事前に相談窓口を確認し
ておきましょう。

　市役所総合受付の隣に「福祉なんでも相談窓
口」を開設しています。さまざまな問題を抱え
ている方のために、お話を伺い、内容を整理し、
的確に関係窓口へ案内します。また、福祉に関
する資料を多数整備して、必要な情報提供を行
っています。
〈利用時間〉　午前８時３０分～午後５時１５分
（土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く）
〈相談内容〉　社会福祉、障がい者福祉、高齢
者福祉、児童福祉など市が所管する福祉業務全
般と、社会福祉協議会が行う業務やサービスに
ついて。予約は不要です。直接相談窓口にお越
しください
B福祉なんでも相談窓口
　（本庁舎１階総合受付隣）☎９６３－９１５０

福祉なんでも相談窓口を
ご利用ください

精神的な不安や悩みは
精神保健支援室にご相談ください

地域包括支援センターに
ご相談ください

　こころの不調などに関することや、精神的な不安や悩みで生活
に支障がある方のお話しを伺い、専門的な医療機関の受診等のア
ドバイスを行っています。
〈利用時間〉　午前８時３０分～午後５時１５分（土曜・日曜日、祝
日、年末年始を除く）
B精神保健支援室（第３庁舎１階）☎９６３－９２１４

　地域包括支援センターとは、高齢者等の生活に対
して必要な相談・支援を総合的に行う機関です。保
健師または看護師、社会福祉士、主任ケアマネジャ
ーが配置されています。
　相談するかどうか迷った時も、お住まいの地区の
地域包括支援センターにご連絡ください。
〈相談内容〉　▷総合相談…健康、介護、生活のこ
となどの相談。必要に応じて訪問も行います　▷権
利擁護…消費者被害や高齢者虐待の防止など、権利
を守るための支援　▷介護予防ケアマネジメント…
介護保険で「要支援１・２」と認定された方の介護
予防ケアプランの作成。介護予防事業等の紹介　▷
包括的・継続的ケアマネジメント…地域やさまざま
な職種・関係機関と連携し、高齢者の生活を支援
（越谷市地域包括支援ネットワーク）
B地域包括総合支援センター☎９６３－９１６３

○埼玉いのちの電話☎０４８－６４５－４３４３
　年中無休。どなたでも２４時間利用できます。
○埼玉県精神科救急情報センター☎０４８－７２３－８６９９
　夜間・休日の緊急的な精神医療相談を受け付けています。相談
内容に応じて、助言や医療機関の調整を行います。対象は県内
在住の方です。

〈県などが実施している電話相談〉

　　　・近所で気になる
　　　　高齢者をよく見かける
・高齢になり健康面に不安を感じ
るが頼れる身内が身近にいない

＊地域包括総合支援センターは、上記の11カ所の地域包括
支援センターを総合的に支援していく役割を担います。介
護予防ケアプランは作成していません

970-2015
977-3310
963-3331
971-1077

978-6500

985-3303
985-4700

990-0753

972-4185
966-1851
964-1911

桜井
新方
増林
大袋
荻島
北越谷
出羽
蒲生
川柳
大相模
大沢
越ヶ谷
南越谷

名　称 所在地 電話番号 主な担当地区

Ａ1

Ａ2

Ａ3

福祉って担当課が多くて
どこへ行けばいいか
分からない

・なかなか眠れない
・不安で落ち着かない

Q1Q2

Q3

地域包括支援センター一覧

たいこう

平方272-1
大吉552-1
増森1-85
大竹831-1

南荻島1987

七左町4-154
蒲生2-9-30

川柳町2-507-1
（ひのき荘内）

東大沢1-11-13
越ヶ谷4-1-1
（中央市民会館内）

元柳田町6-45

シルバーケア敬愛
キャンベルホーム
憩いの里
あいあい

越谷ホーム

大孝
かけはし

川柳・大相模

おおさわ
社会福祉協議会
新越谷病院

 「確定申告書等
作成コーナー」


